
（免税事業者の交付する請求書等） 

【答】 

適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事

業者に限られます（消法 57の４①）。 

他方、適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない（適格請求書の

記載事項を満たさない）請求書及び領収書等の交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的

記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です（注１）。 

ただし、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又

は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類（注２）を交付することや、当

該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則（１年以下の拘禁

刑又は 50万円以下の罰金）の適用対象となります（消法 57の５、65）。 

なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤

認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。

また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請

求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。 

（注）１ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一

定割合（80％・70％・50％・30％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設け

られています（28年改正法附則 52、53）が、当該経過措置の適用を受けるためには、

区分記載請求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の

相手方からそうした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。なお、保

存されている書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書であるかは、所得税・

法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありません。 

２ 適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類と

は、例えば、登録番号（Ｔ＋13桁の数字）と類似した英数字や、自身のものではない

登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。 

（参考）免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の詳細については、問 113《免税事業者

等からの仕入れに係る経過措置》をご参照ください。 

問 26－２ 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求

書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで交付し

ていたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。【令和６年４月追

加】【令和８年４月改訂】 


